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次   第 
 

 

日時･場所：平成 21 年 1 月 27 日(火)  

14 時～･港 南 公 会 堂 

平成 21 年 1 月 30 日(金)  

14 時～･南 公 会 堂 

 

 

○ あいさつ 

 

 

 

○ 議事 

 

 １ 各指定事業実施上の留意事項について（共通） 

 

 

 ２ 各指定事業実施上の留意事項について（各事業） 

 

 

 ３ 各指定事業の運営状況の自己点検について 
   『障害福祉サービスかながわ』書式ライブラリ－２．横浜市からのお知らせ－横浜市から

のお知らせ－「運営状況点検書」2009/1/20 登録を参照 

（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?topid=2） 

 

 

 ４ その他 

 

 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=12&cateName=%89%A1%95l%8Es%82%A9%82%E7%82%CC%82%A8%92m%82%E7%82%B9&topid=2
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指定障害福祉サービス事業者（施設・ＣＨ・ＧＨ）集団指導資料 
（指定事業者としての留意事項） 

 

１ サービス利用に係る支給申請手続きの援助 

  受給者証の内容を把握し、必要に応じて更新手続や変更申請の案内が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜申請が発生する場合＞ 

 ・支給期間が終了間近（継続申請）… 認定調査が必要！（処理期間約２か月） 

 ・年度更新（毎年７月）… 利用者負担階層を再判定します。 

 ・利用者負担階層の変更 … 生活保護開始、廃止や世帯変更等 

 ・利用者負担上限管理事業所の設定 … 複数事業所を利用するようになった場合 

  上限管理の優先順位は、『障害福祉サービスかながわ』書式ライブラリ、自立支援法

のお知らせ（事業者向け）の「利用者負担上限額管理事務マニュアル(v3.0)」2007/12/29

登録の P.7～8 を参照してください。 

（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?topid=11） 

 

 ※ サービス提供時は、必ず受給者証を確認のうえ、サービスの提供をしてください。 

   期限が切れていたり、支給決定がない場合は、給付費の支払ができません。 

 ※ 受給者証のコピーをとる場合は、必ず利用者の了解を得てください。 

 

 

２ 事故発生時の事務処理 

  指定障害福祉サービスの提供中に事故及び事件が発生した場合は、神奈川県と横浜市

に「事故報告書」を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援護の 

実施機関 

(行政機関)

申請勧奨 

 

 

 

 

 

 サービス提供法人 
GH･

CH 

 

 施 設 

利用者

申請案内 

代行申請･付添い等 

状況確認等

調整のうえ必要な報告 援護の実施機関

サービス提供法人 

 

・状況の確認 

・関係機関への連絡(警察､主治

医､援護の実施機関等) 

・問題点等の洗出し 

・解決策の検討 

・法人内周知 

・利用者家族､被害者への説明､

謝罪 

・報告書の作成   など 横浜市(障害福祉部) 

事業所所管自治体 

神奈川県 

事業者指定機関

事故報告提出

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT6N156.pdf
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 ＜報告を要する案件＞ 

神奈川県 横浜市 

 怪我（受診したとき） 

・死亡、骨折、誤嚥、所在不明、触法行為 

・入所者、入居者の施設（ホーム）外での死亡（入院中、帰宅中等） 

・食中毒、感染症            ・職員の犯罪行為 

・その他利用者の身体に重大な影響を及ぼす事故 

 参考 ＊事故に関する資料 

 ・横浜市障害福祉サービスセーフティマネジメントガイドライン（定価：500 円） 

 ・指定障害福祉サービス事業所等、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者の事

故報告の取扱いについて 

  『障害福祉サービスかながわ』書式ライブラリ－１．神奈川県からのお知らせ－神奈

川県からのお知らせ－「指定障害福祉サービス事業所等の事故報告の取扱いについて」 

2007/07/30 登録を参照してください。 

(http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?topid=1） 

 

 

３ 指定事業所の変更届の提出 

  運営体制が変更になった場合は、神奈川県に事業所指定の変更申請が必要です。 

  神奈川県と調整し、速やかに申請書類を提出してください。 

 ※ 給付費の算定に影響が出ますので、期限までに必ず申請してください。 

   神奈川県保健福祉部障害福祉課自立支援調整班（℡045-210-4732） 

 ＜申請を要する案件＞ 

  定員変更、事業所(住居)移転、事業所(住居)の追加、支援体制の変更、定款変更等 

  管理者、サービス管理責任者等の変更 

 ※ 給付費振込口座変更の場合は、神奈川県国民健康保険団体連合会に届出が必要です。 

 ※ 網掛けの項目については、県と調整する前に横浜市への連絡または相談が必要です。 

 

 ＜併せて横浜市に提出が必要な書類＞ 

  神奈川県への指定事業所の申請手続きのほかに、社会福祉法及び横浜市補助金の定め

により、横浜市に対して提出が必要な書類があります。以下の表のとおり、書類の提出

をお願いします。（提出先：横浜市） 

サービスの種類 提   出   書   類 

施設系 ・第１種又は第２種設置変更届（１か月以内） 

・理事長変更時は、市長あての変更届出書（指定様式なし）

・指定者口座変更時は、指定者口座振替払届 

共同生活援助(ＧＨ) 

共同生活介護(ＣＨ) 

・第２種設置変更届 

・グループホーム等設置運営(変更･廃止)申請書(本市 GH 設置

運営要綱第 2号様式の 1)又はグループホーム等設置運営変

更届出書(本市 GH 設置運営要綱第 2 号様式の 2) 

・理事長変更時は、市長あての変更届出書（指定様式なし）

・指定者口座変更時は、指定者口座振替払届 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT3N93.xls


- 3 - 

４ 利用者から徴収できる金銭 

  サービス毎に徴収できる金銭の範囲は、以下のとおり異なります。 

  利用者から徴収できる金銭は、給付費に含まれない部分となり、いずれも費用の内容

（内訳）を明らかにし、利用契約や内容の変更の際に利用者に説明し、同意を得るとと

もに施設（住居）内の見やすい場所に掲示することになっています。 

  また、それぞれの金額は、実費または実費相当分を徴収します。 

  指定障害者支援施設や短期入所においては、低所得者に対する軽減措置があり、給付

費に加算があります。 

 

サービスの種類 加 算 名 称 ・ 内 容 

指定障害者支援施設(入所) 補足給付(食費-材料費･人件費、光熱水費)⇒P.14 参照

・日中活動サービス 

 (入所者は除く) 

・短 期 入 所 

食事提供体制加算（人件費部分、利用者は食材料費を

負担）⇒P.12、P.19 参照 

 

 (1) 施設入所支援・旧法入所・通勤寮 

  ア 食事の提供に要する費用 

  イ 光熱水費 

  ウ 被服費 

  エ 日用品費 

  オ その他利用者に負担させることが適当と認められるもの 

 (2) 生活介護 

  ア 食事の提供に要する費用 

  イ 創作的活動に係る材料費 

  ウ 日用品費 

  エ その他利用者に負担させることが適当と認められるもの 

 (3) 自立訓練 

  ア 食事の提供に要する費用 

  イ 日用品費 

  ウ その他利用者に負担させることが適当と認められるもの 

 (4) 就労移行支援、就労継続支援 

  ア 食事の提供に要する費用 

  イ 生産活動に係る材料費 

  ウ 日用品費 

  エ その他利用者に負担させることが適当と認められるもの 

 (5) 短期入所 

  ア 食事の提供に要する費用 

  イ 光熱水費 

  ウ 日用品費 

  エ その他利用者に負担させることが適当と認められるもの 

 (6) 共同生活介護、共同生活援助 

*1

*2

*1

*2

*1

*2

*1

*2

*1

*2
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 (6) 共同生活介護、共同生活援助 

  ア 食材料費 

  イ 家賃 

  ウ 光熱水費 

  エ その他利用者に負担させることが適当と認められるもの 

 

 *1 調理に係る人件費及び食材料費 

 *2 当該サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常

必要となるものに係る費用 

  ・利用者の希望によって、身の回りの品として日常生活に必要なものを事業者が提供

する場合に係る費用（歯ブラシ、化粧品等、個人用の日用品等） 

  ・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する

場合に係る費用(サービス提供の一環として行うクラブ活動､行事における材料費等) 

  ・通所サービス事業所が送迎を行った場合のガソリン代等実費相当額（ただし、生活  

介護で通所サービス利用促進事業補助金を受ける場合は徴収不可） 

 

 ＜不適切な徴収の例＞ 

 ・あいまいな名目による徴収 

  お世話料、管理協力費、共益費、入居一時金 など 

 ・施設内の設備利用料 

  テレビやカラオケ設備等、共有で利用できる機器や設備の利用料は、徴収できません。 

 ＜金銭管理の取扱い＞ 

  預り金の出納管理に係る費用を徴収する場合は、以下の条件を満たす必要があります。 

 ・責任者及び補助者を選定し、印鑑と通帳とが別々に保管されていること 

 ・適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務を

行っていること 

 ・利用者との保管依頼書(契約書)､個人別出納台帳等､必要な書類を備えていること 

 

 

５ 個別支援計画の作成等について（施設、事業所、共同生活介護、共同生活援助） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  施設等の利用にあたり、サービス管理責任者は適切な方法でアセスメントを行ない、

利用者が自立した生活を営むことができるように支援するうえで適切な内容の個別支援

計画を作成する必要があります。作成上の留意事項は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

            ＜個別支援計画＞ 

*2

アセスメント(状況把握) 

日常の経過記録 

本人･家族の希望 

現
在
の
問
題･

課
題

具体的な 

支援内容 

長期的目標 

短期的目標 

評 価
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 (2) 個別支援計画作成・実施にあたって、利用者の合意を得ているか。また、計画・記

載にも利用者の意向が反映されているか。 

 (3) 個別支援計画作成にあたって、職員間で協議されたうえで決定されているか。 

 (4) 個別支援計画の作成後、実施状況の把握を行うとともに、少なくとも６か月に 1 回

以上（自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）および就労移行支援は 3 ヶ月に

１回以上）計画の見直しを行ない、必要に応じて計画の変更を行っているか。 

 (5) 日常の経過記録を整理しているか。 

 

 ＜参考：アセスメントと個別支援計画に必要な項目＞ 

アセスメントの項目 個別支援計画の項目 

① 利用者のプロフィール 

② 利用者の生活や環境の把握 

 ・生活基盤に関すること 

 ・健康、障害、疾病に関すること 

 ・日常生活に関すること 

 ・コミュニケーションスキルに関すること 

 ・社会生活技能に関すること 

 ・社会参加に関すること 

 ・労働に関すること 

 ・家族支援に関すること 

① 利用者・家族の意向や希望 

② 総合的な支援課題・問題等の概要 

③ 総合的な目標（長期的・短期的） 

④ 項目別の課題･目標･支援内容 

 * 項目の設定は､アセスメント項目②など 

⑤ 評価（中間評価･年度末評価） 

 

 

 

６ 併給の可否について 

  自立支援法のサービスには、併給できないサービスがあります。サービス提供やサー

ビスの利用案内の際には、利用可能なサービスか確認のうえ援護の実施機関と調整し、

申請案内やサービス提供をしてください。 

  施
設
入
所 

Ｇ
Ｈ･

Ｃ
Ｈ 

生
活
介
護 

機
能
訓
練 

生
活
訓
練 

就
労
移
行

支
援

就
労
継
続

Ａ

就
労
継
続

Ｂ

居
宅
介
護 

短
期
入
所 

日
中
一
時

支
援

 

施設入所支援  × ○ △ △ △ △ △ × × ×
･網掛け部分､やむを得ない場合

は､要調整 居
住
支
援 

共同生活 

援助･介護 
×  ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × ×

･網掛け部分､やむを得ない場合

は､要調整 

･△条件により利用可 

生活介護 ○ ○  △ △ △ △ △ ○ △ ○

機能訓練 △ ○ △  △ △ △ △ ○ △ ○

生活訓練 △ ○ △ △  △ △ △ ○ △ ○

就労移行支援 △ ○ △ △ △  △ △ ○ △ ○

就労継続Ａ △ ○ △ △ △ △  △ ○ △ ○

日
中
活
動
系 

就労継続Ｂ △ ○ △ △ △ △ △  ○ △ ○

・同一日に複数の日中活動系事

業所又はサービスの利用はでき

ません。 

 

･△条件により利用可 

居宅介護 × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

短期入所 × × △ △ △ △ △ △ ○  × ･△条件により利用可､要調整 

在
宅
支
援日中一時支援 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×   

 ※ 同一時間帯の利用は、できません。 

 ※ 入院中は､全てのサービスが利用できません。ただし､居住支援サービスを利用している場合

は､一時的な入院が可能です。 

７ 請求時の留意点 
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７ 請求時の留意点 

 (1) 中央会システム請求について 

※スケジュールの日にちは目安です。月により前後することがあります。 

日にち ＜事務スケジュール＞【出力帳票】 備      考 

毎月１日 ＜請求期間開始＞  

５・６日 

 

 

【処理結果票】（請求期間中） 
 
＊ 月により行われない場合や、回数が

減る場合があります。 

・処理結果票により、請求内容の点検を行い
ます。誤りが見つかった場合は、速やかに請
求データを修正・送信します。 

・「※」が付いているものは警告ですので、
請求内容通り支払いされますが、内容を確認
して誤りがある場合は修正します。 

・前月末までの過誤や受給者台帳の修正が反
映される前の場合、一時的にエラー表示され
ます。最終的に返戻等一覧表にエラーが残っ
ていなければ請求は承認されています。 

１０日 ＜請求期間終了＞（24 時まで） ・県システムは 17 時まで 

＜点検・市町村審査期間＞ 

（～24 日）

・請求に誤りがあり、否決（請求の取消。給
付費は支払いされない）を要する場合は所管
課に連絡（翌月再請求） 

１１日 

【処理結果票】（市町村承認前） ・５・６日に出る処理結果票と同様、過誤・
台帳修正反映前の場合一時的にエラー表示
されます。 

１５日 ＜前月審査分支払い＞  

２９日 

 

 

当月審査分 

 【支払決定額通知書】 

  【支払決定額内訳書】 

  【返戻等一覧表】 

  【処理結果票】 

(承認後最終版) 

  【支払過誤決定通知書】 

  【支払決定増減表】 

・返戻等一覧表等を確認し、翌月以降の請求
で誤りを修正します。 

①エラーの場合 
  返戻等一覧表で種別「明」となっている

もの、処理結果票で「※」が付いていない
もの 

⇒請求が通っていない（支払いされな
い）ので過誤申立て不要。翌月以降再度
請求。 

②警告の場合 
  返戻等一覧表で種別「明」以外のもの（た

だし、「明」とセットで出ている場合はエ
ラー）、処理結果票で「※」が付いている
もの 

⇒請求は通る（支払いされる）ので、必
ず過誤申立てを行った上で再請求して
下さい。 

・エラー（警告）の原因が不明な場合は所管
課までご連絡ください。 

月末まで ＜翌月再請求分 

過誤申立書の提出期限＞（※）

・所管課に FAX で提出。（月末が土日祝日の
ときは前開庁日まで） 

・市加算がある事業の場合は、中央会システ
ムを過誤すると県システムも過誤となりま
すので、県システムも再請求が必要です。 

・市加算等がある事業で県システムのみ過誤
再請求をしたい場合は、理由欄にその旨が分
かるように記入してください。 
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国基準の欄に記載されて

いる額が本来の負担上限

月額(全国システムの利

用者負担はこれを設定) 

国基準が 0 円以外で､この欄が

0 円の時は､負担額助成対象 

（※）過誤再請求とは 

   請求内容に誤りがあった場合は、過誤再請求をする必要があります。 

  ア 過誤再請求が必要な場合 

    請求内容の承認後、請求内容の誤りが判明したとき 

    システム等に障害があり給付内容や利用者負担額に変更が生じる時 

イ 過誤処理の方法※様式も掲載されています。 

『障害福祉サービスかながわ』書式ライブラリ－２．横浜市からのお知らせ－横浜市

からのお知らせ－「12 月お知らせ・過誤申立書（横浜市）」2007/11/30 登録を参照

してください。 

（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?topid=2） 

 

 

 (2) 利用者負担額について 

  ・ 利用者負担上限月額は、「国基準」

の欄に表示された額です。請求データは、この額

で作成します。 

   ※ 負担額助成対象の場合は、全国システムの「自治体

助成分請求額」に「決定利用者負担額」と同額を入

力します。 

  ・ 複数の自立支援法に基づくサービス(事業所)を利

用する場合(地域生活支援事業を除く)は、上限管

理事業所の設定が必要です。(ただし、上限額を超える場合

のみ) 

  ・ 上限管理事業所は、管理結果表を作成するので、利用があった事業所は、必ず上限

管理事業所に毎月３日までに「利用者負担額一覧表」を提出してください。 

  ・ 各事業所で上限管理結果表に基づき請求明細書を作成してください。 

『障害福祉サービスかながわ』書式ライブラリ－２．横浜市からのお知らせ－横浜市

からのお知らせ－「横浜市 全国標準システム請求【EG26】警告の過誤申立依頼通知」

2008/12/24 登録を参照してください。 

（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?topid=2） 

 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT12N34.xls
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT12N58.pdf
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８ 給付費の算定方法 

（１）障害者支援施設（入所施設）、障害福祉サービス事業所（通所施設） 

ア 給付費の種類 

（ア）基本報酬 

給付費項目（減算項目） 説    明（算定要件） 

基本報酬 サービス区分ごとの基本報酬単位を設定 

＜日中活動サービス＞ 

１日当たりの利用実績 

⇒当該１日について利用者全員につき 

基本単位数の 70％を算定

・利用定員 50 人以下の事業所 

  １日の利用者の数が利用定員に 100 分の 150 を乗じ

て得た数を超える場合 

・利用定員 51 人以上の事業所 

  １日の利用者の数が、利用定員から 50 を差し引い

た数に 100 分の 125 を乗じて得た数に、75 を加えて得

た数を超える場合 

 

 

 

過去３ヶ月の利用実績 

⇒当該１ヶ月間について利用者全員につき 

基本単位数の 70％を算定

・直近の３ヶ月の利用者の延べ数が、利用定員に開所日

数を乗じて得た数に 100 分の 125 を乗じて得た数を超

える場合 

定員超過減算 

（30％減算） 

＜施設入所支援＞ 

１日当たりの利用実績 

⇒当該 1 日について利用者全員につき 

基本単位数の 70％を算定

・利用定員 50 人以下の事業所 

  1 日の利用者の数が利用定員に 100 分の 110 を乗じ

て得た数を超える場合 

・利用定員 51 人以上の事業所 

  1 日の利用者の数が、利用定員から 50 を差し引いた

数に 100 分の 105 を乗じて得た数に、55 を加えて得た

数を超える場合 

 

  

過去３ヶ月の利用実績 

⇒当該１ヶ月間について利用者全員につき 

基本単位数の 70％を算定

・直近の３ヶ月の利用者の延べ数が、利用定員に開所日

数を乗じて得た数に 100 分の 105 を乗じて得た数を超え

る場合 
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給付費項目（減算項目） 説    明（算定要件） 

 

サ ー ビ ス 提 供 職 員 

欠如減算 

＜日中活動サービス＞ 

（30％減算） 

指定基準に定める人員基準を１割を超えて欠如した場合

にはその翌月から、１割の範囲内で欠如した場合にはその

翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの

間、基本単位数の 70％を算定 

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 

欠如減算 

＜日中活動サービス＞ 

（30％減算） 

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌

月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、基

本単位数の 70％を算定 

夜 勤 職 員 欠 如 減 算 

＜施設入所支援＞ 

（５％減算） 

ある月において次のいずれかの事態が発生した場合、翌月

に 95％を算定。 

①夜勤時間帯（午後 10 時から午前 5 時までの時間を含め

た連続する 16 時間）において夜勤職員の員数が指定基準

に定める基準を満たさない事態が2日以上連続して発生し

た場合 

②夜勤時間帯において夜勤職員の員数が指定基準に定め

る基準を満たさない事態が４日以上発生した場合 

個別支援計画未作成減算 

＜全サービス＞ 

（５％減算） 

個別支援計画を作成していない場合、当該月から作成が完

了した月の前月までの間、基本単位数の 95％を算定 

事業所ごとの利用者の平均利用期間が、標準利用期間に 6

ヶ月を加えた期間を超える 1 月間について 95％を算定 

標準利用期間＋６ヶ月 

機能訓練 ２４ヶ月間 

生活訓練 ３０ヶ月間 
 

標準利用期間超過減算 

＜自立訓練、就労移行支援＞ 

（５％減算） 

 

就労移行 

３０ヶ月間 
（専 ら あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 、は り 師 又 は

き ゅ う 師 の 資 格 を 取 得 さ せ る こ と を 目 的 と

す る 場 合 は ４ ２ ヶ 月 間 又 は ６ ６ ヶ 月 間 ） 

 

 

＜具体的な算定方法＞ 

利用している障害者支援施設･障害福祉サービス事業所で支援を受けた場合に算定し 

ます｡ 

 入院・外泊時は、算定しません。（入院（出発）日、退院（帰着）日は算定されます。） 

  運営体制によって、減算があります。減算対象になった場合は、給付単位に所定の率

を乗じて算定します。（小数点以下、四捨五入） 
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 （イ）加 算 

項  目 サービス名 その他

就
労
継
続 

 生

活

介

護 

機

能

訓

練 

生

活

訓

練 

就
労
移
行
支
援 Ａ Ｂ 

施
設
入
所
支
援 

県
へ
体
制
届
必
要 

受
給
者
証
要
確
認 

①初期加算(個人) ○ ○ ○ ○ ○ ○    

②地域移行加算 (個人)       ○   

③栄養管理体制加算（全員）       ○ ○  

④利用者負担上限額管理加算（個人） ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○

⑤視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（全員） ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  

⑥訪問支援特別加算（個人） ○   ○ ○ ○    

⑦入院・外泊時加算（個人）       ○   

⑧入院時支援特別加算（個人）       ○   

⑨長期入院等支援加算（個人）       ○   

⑩食事提供体制加算（個人） ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

⑪激変緩和加算（全員）  ○     

⑫激変緩和加算（特別対策）（全員） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

⑬就労移行支援体制加算（全員）    ○ ○ ○  ○  

⑭目標工賃達成加算（全員）      ○  ○  

⑮重度障害者支援加算（Ⅰ全員・Ⅱ個人）       ○ ○ ○

⑯精神障害者退院支援施設加算（個人）   ○ ○    ○ ○

⑰新事業移行時特別加算（全員） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

※注 （個人）…個人に対し算定される加算 

（全員）…事業所の該当サービス利用者全員に算定される加算 

 

＜具体的な算定方法＞ 

詳細な要件については、『障害福祉サービスかながわ』書式ライブラリ－６．厚生労働省

通知－『障害者自立支援法の運用（厚生労働省通知等）－「障害者自立支援法に基づく指定

障害福祉サービス等及び 基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に 関する基

準等の制定に伴う実施上の留意事項について 」（平成 20 年 3 月 31 日付障発第 0331021 号）

2008/05/02 登録を参照してください。 

① 初期加算 

入所日から 30 日間のうち、利用実績があった日について算定します。 

（例）5/1 に入所し、5/30 までの間に 20 日通所した場合、20 日加算 

 

② 地域移行加算 

退所する利用者に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整等を行

った場合加算。ただし、退所後病院・診療所へ入院、退所して他の入所施設へ入所、

死亡退所の場合は算定不可。 

・入所中に１回、退所後（３０日以内の支援に限る）１回算定することができます。 

注）退所日の翌月分での請求時、利用者負担に自治体助成がある場合にかながわシ

ステムの請求が必要になります。このような場合は担当までご連絡ください。 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT7N112.pdf
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③ 栄養管理体制加算（管理栄養士、栄養士、その他栄養士） 

食事内容や栄養量について、管理栄養士または栄養士により管理されるなどの要件

に該当する場合加算。 

 

④ 利用者負担上限額管理加算 

  上限額管理を行う事業所と他事業所での利用者負担を合算した結果、負担上限月額

を超過し、利用者負担額の調整事務を行った場合に加算される。 

 参考『障害福祉サービスかながわ』書式ライブラリ、自立支援法のお知らせ（事業者

向け）の「利用者負担上限額管理事務マニュアル(v3.0)」2007/12/29 登録 

  （http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/） 

 

⑤ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

  視覚障害者や言語・聴覚障害者のコミュニケーション支援を図る観点から、手話通

訳・点訳指導を行う職員を配置した場合に、利用者全員に加算。（療養介護を除く日中

活動事業が対象。） 

 

⑥ 訪問支援特別加算 

常時サービスを利用している者が、５日以上連続して利用がなかった場合、居宅を

訪問し、あらかじめ利用者の同意の上で、①引き続き現行のサービスを利用するため

の動機付け、②再アセスメントに基づく個別支援計画の見直し、③相談支援事業者等

へのあっせん・連絡調整等の支援を行った場合、月２回を限度として加算。 

 

⑦ 入院・外泊時加算 

   入院・外泊時に３ヶ月に限り、毎月８日を限度に算定できる加算。 

 

⑧ 入院時支援特別加算 

    入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月８日を超える場合で、この８日

を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が３日までの場合は１回以上、４日

以上の場合は２回以上入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援

を行った場合に月１回を限度に算定することができる。 

・８日を超えて本体報酬が算定されない日数が４日以上の場合で、訪問支援を１回し

か行わなかった場合は、３日までの場合の単位数を算定します。 

 

⑨ 長期入院等支援加算 

   ⑦の入院・外泊時加算が算定される期間を超えて入院・外泊した際に、入院・外泊

期間中、３ヶ月に限り１日につき算定。（入院・外泊の初日と最終日及び⑦入院・外

泊時加算を算定する日を除く。）ただし、入院の場合は、施設従業者は特段の事情が

ない限り、原則として１週間に１回以上入院先を訪問し、被服等の準備や利用者の相

談支援などの日常生活上の支援を行うこと。また、外泊の場合は、家族等との連絡調

整や交通手段の確保等を行うこと。 

 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT6N156.pdf
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※４月２５日に入院し、８月１日に退院した例 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

1    25 26  30 1   8 9     31 1   8 9     30 1     23 24  31 1……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※⑦・⑧・⑨については、Ｈ20.4.10「入院時等の加算に関するＱ＆Ａについて」を参照。 

 

⑩ 食事提供体制加算＜受給者証確認：利用者負担階層 01～04 の場合に該当＞ 

 事業所の責任において食事提供のための体制を整えている場合に算定。（事業所に従事

する調理員による食事の提供または調理業務を第三者に委託している場合等） 

・施設入所支援の利用者は加算対象にはなりません。（補足給付により食費負担が軽減され

るため） 

（例）（本体報酬が算定されている日のみ算定可能） 

 食事提供体制加算 

あらかじめその日は休むと届けがあり、休んだ場合 × 

あらかじめ食事不要の届けの上、通所し、食べなかった場合 × 

急なお休みにより、食事を用意したが食べなかった場合 × 

早退等により、食事を用意したが食べなかった場合 △*1 

行事等で弁当を取った場合 

（費用は施設がまとめて業者に支払後、利用者から徴収） 
× 

行事等で外食した場合（費用はその場で利用者が実費分を負担） × 

*1 契約により、急な食事のキャンセルの場合は食費を請求するとしている場合、請求できる。

 

⑪ 激変緩和加算 

   旧法入所施設、旧法通所施設（通所事業・分場含む）において日額報酬制に即座に

対応できず、収入が激変した事業所に対して、月額報酬制の最後の月である平成 18

年 3 月の利用実績の８０％までを給付費で加算する。 

 

⑫ 激変緩和加算（特別対策） 

 上記⑪の加算対象について８０％を超えて９０％までを特別対策事業により助成

する。 

  また、旧法施設が新事業体系サービスに移行し、移行後の平均単価が移行前月の旧    

体系における平均単価の 90％を下回る場合には、その差額を特別対策事業により助成

する。 

本
体
報
酬 

入
院
・
外
泊
時
加
算 

入
院
・
外
泊
時
加
算 

入
院
・
外
泊
時
加
算 

長期入院等支援加算と入院時支援特別加算の

うち、どちらかを選択して算定できる。ただ

し、同じ月に両方を算定することは不可。 

長
期
入
院
等
支
援
加
算 

長
期
入
院
等
支
援
加
算 

長
期
入
院
等
支
援
加
算 

（
算
定
不
可
） 

本
体
報
酬 

入院・外泊加算が算定できない月に請求する

場合は、当該月の日数から８日を差し引いた

日数を限度として算定する。 

(1 月目) (2 月目) (3 月目) 
(1 月目) (2 月目) (3 月目) 
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※  激変緩和加算に関する参考資料 

・かながわ自立支援給付システム掲示板・・19.5.1 付「激変緩和加算の請求について」、

20.4.28 付｢特別対策による激変緩和加算等の留意事項｣ 

 

⑬ 就労移行支援体制加算 

前年度において一般就労等への移行後、６ヶ月間継続して就労している者が、定員

の一定程度（就労移行：20％、就労継続 A・B：5％、）以上である場合、 1 年度を限

度として算定。 

・旧法の授産施設で利用者を就労させており、加算の条件を満たす場合、移行初年度か

ら加算の対象となります。ただし法定外の施設では基準を満たしても移行初年度は対

象となりません。 

 

⑭ 目標工賃達成加算 

 ・目標工賃達成加算（Ⅰ） 

前年度の平均工賃が①前々年度の工賃実績以上であること、②地域の最低賃金の

1/3 以上であること、③事業者が設定した目標工賃以上である場合に算定。 

 

  ・目標工賃達成加算（Ⅱ） 

   前年度の平均工賃が①前々年度の工賃実績以上であること、②各都道府県の施設種

別平均工賃の 80％に相当する額を超えていること、③「工賃倍増５カ年計画」へ積極

的に参加していること及び「工賃引上げ計画」を作成していること。 

 

・旧法においても工賃を支払っていた事業所は、実績があれば移行した年度から申請可

能です。ただし、法定外の施設からの移行は、移行した年度及びその翌年度は加算の

対象となりません。 

 

⑮ 重度障害者支援加算 

  ・重度障害者支援加算（Ⅰ）・・要件を満たす障害者支援施設の、生活介護利用者全て

に加算 

<基本分> 医師意見書により「特別な医療」を受けているとされる者（受給者証に

『重度障害者支援加算身障』と表示）が利用者全体の２割以上であり、かつ、利

用者の平均区分が５以上で、必要な人員配置のある場合に算定。 

<重度加算分> 上記基本に加え、区分 6 で以下に該当する者（受給者証に『重度障

害者支援加算身障重度』と表示）が 2 人以上いる場合にさらに加算される。 

① 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者 

② 重症心身障害者 

 

・重度障害者支援加算（Ⅱ）・・要件を満たす障害者支援施設の、対象者のみに加算 

   行動援護対象者（判定基準表 15 点以上の者。受給者証に『重度障害者支援加算知

障』と表示）を必要な人員配置を行って支援する場合に算定。 

ただし重度障害者支援加算（Ⅰ）を算定している施設は、重度障害者支援加算（Ⅱ）

の算定はできない。 
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⑯ 精神障害者退院支援施設加算 

  精神科病院病棟の病床減少を行った上で設置した施設等において、精神科病院に概

ね 1 年程度入院していた退院患者等に対し、生活訓練や就労移行支援を利用している

間の夜間の居住の場を提供した場合、定員規模及び支援体制に応じ、その支援を受け

ている利用者について、加算される。 

 

⑰ 新事業移行時特別加算 

平成 18 年 10 月から 21 年 3 月までに限り、旧法施設が新体系に移行した場合、移行

の日から 30 日間の期間内で、利用実績のあった日に算定。（初期加算は付かない。） 

（例）4/1 に新体系に移行した事業所：4/30 までの間に 15 日通所した場合、15 日加算 

 

 

（ウ）特定障害者特別給付費（補足給付） 

   施設入所支援の利用者のうち低所得者に対して、食費・光熱水費負担の軽減のため

支給する。 

・補足給付は、「日額単価×（施設入所支援基本報酬の算定回数+入院・外泊加算の算

定回数+長期入院等支援加算の算定回数）」を請求することができます。ただし、こ

の金額が実費額より多い場合は、実費額までの請求となります。 

・入所支援施設から外部の日中活動サービスを利用する場合 

①入所支援施設は外部で提供される昼食分も含めて実費負担額を管理。 

②補足給付は入所支援施設に対し３食分支給。 

③補足給付により外部事業所における昼食分の費用を補う場合は、利用者の不便に

ならないよう、事業所間で調整をお願いします。 

※施設入所支援の利用者は補足給付により食費負担が軽減されるので、食事提供体

制加算の対象になりません。 

（参考：H18.6.26 全国課長会資料 資料４ P30 WAM NET に掲載有） 

・月途中入所者の場合、補足給付は入所日から適用されます。負担上限月額は、入所

月は在宅時の上限額、翌月から施設入所の上限額が適用されます。 

注）月途中入所の初月請求時、利用者負担に自治体助成がある場合はかながわシス

テムの請求が必要になります。請求の際の不明点は担当までご連絡ください。 

[食費・光熱水費の設定]特定費用(食費・光熱水費)は月 58,000 円以内（31 日の月は

59,148 円以内)の設定でないと補足給付は支給されません。貴施設の設定額をご確認

ください。 

  →20.12.12 施設長会資料｢施設入所支援サービス利用者の契約における特定費用(食

費と光熱水費)の設定について｣参照 

 

 

 

 

 

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/6F2EDA2437ADBE374925719A000BE847?OpenDocument
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イ その他留意事項 

（ア）日中活動サービスの支給決定量の原則について 

  ＜原則の日数＞ 

各月の日数から８日を控除した日数⇒便宜上、本市の受給者証には２３日／月と表記 

  対象サービス 対象外サービス 

支給量が「原則の日数」 

を上限とするサービス 

生活介護 

機能訓練 

生活訓練 

就労移行支援 

就労継続 A 

就労継続 B 

旧法施設支援（通所） 

左記以外 

 

   ＜原則の日数を超える場合＞ 

 次の場合、原則の日数を超えて利用可能 

※ただし、施設入所支援を併給している利用者の日中活動サービスの支給量は、原

則の日数が上限となります。→20.9.25 臨時(入所支援)施設長会議資料参照 

  例 届出および留意事項 

①事業所の

運営上の理

由で「原則

の日数」を

超える利用

が見込まれ

る場合 

・１１月にバザー等の行事が

あり、第１・３日曜日通所す

る 

・下請け作業の繁忙期で７月

のみ土曜日開所する 

・神奈川県あて 

⇒「利用日数に係る特例の適用を受ける日中

活動サービス等に係る（変更）届出書」 

※年 1 回、対象期間の前月末日までに提出 

※対象期間において、利用日数の合計が「原

則の日数」の総和を超えないこと 

・健康福祉局障害支援課あて 

⇒神奈川県から交付された「届出受理書」 

・区あて 

 ⇒様式は定まっていないが、円滑に支給決定

事務が行われるよう必要な調整を行うこと

②利用者の

状態等を考

慮して区が

必要と判断

した場合 

・心身の状態が不安定で、リ

ズムを崩さないように土曜

日も通所する必要がある 

・介護者が不在のため、通所

先でのサービスを土曜日も

受ける必要がある 

・区あて 

 ⇒様式は定まっていないが、円滑に支給決定

事務が行われるよう必要な調整を行うこと

参考 平成 18 年９月 28 日付障障発第 0928001 号「日中活動サービス等を利用する場合

の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」 

 

（イ）暫定支給決定について 

  訓練等給付に係る障害福祉サービスのうち、次のサービスは、「当該事業の継続利 

用についての利用者の最終的な意向の確認」、「当該事業の利用が適切かどうかの客観

的な判断」を行うための期間（暫定支給決定期間）を設定した支給決定を受けます。 
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＜暫定支給決定対象サービス＞ 

① 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

② 就労移行支援 

③ 就労継続支援（A 型） 

※ 就労継続支援（B 型）は対象外 

 

＜暫定支給決定期間＞ 

  ２ヶ月以内の期間で援護の実施機関が設定し、受給者証に記載されます。利用者へ

は、暫定支給決定期間終了後、サービス利用継続が適当でないと援護の実施機関が判

断した場合に決定を取り消されることがある旨を説明します。 

 

＜期間満了前の手続き＞ 

  事業者は個別支援計画に従って支援を行い、暫定支給決定期間満了の概ね 2 週間前

までにその支援実績やアセスメント結果等を援護の実施機関に提出すると、サービス

利用継続の要否についての連絡（電話等）が来ます。本支給決定へ移行する際、受給

者証の再発行はありません。 

 

※ 市外利用者の事務取扱は、それぞれの援護の実施機関にご確認ください。 

参考 対象事業所あて、平成 20 年 7 月 22 日付横浜市健康福祉局各所管課より E メール

「【確認】暫定支給決定について」送信済み。 

 

（ウ）標準利用期間について 

 訓練等給付に係る障害福祉サービスのうち、次のサービスは、当該サービスを継続し

て利用できる期間（標準利用期間）が設定されています。 

 原則的には、その標準利用期間内に当該サービスを終了し、利用者を就労又は地域で

の自立生活へと繋げていただきます。 

 

＜標準利用期間の設定されているサービス及び期間＞ 

① 自立訓練（機能訓練）⇒18 ヶ月 

② 自立訓練（生活訓練）⇒24 ヶ月 

※ 但し、概ね 1 年以上入院又は入所していた者は 36 ヶ月 

入院＝診療科目は問わない 

入所＝障害者支援施設、旧法施設支援（入所）、知的障害児施設など 

③ 就労移行支援⇒24 ヶ月 

 

＜利用期間の特例による延長とその判断基準＞ 

 標準利用期間を超えて、真にやむを得ない事由により当該サービスを延長して利用す

る必要がある場合、必要書類を援護の実施機関へ提出して必要性が認められた場合に限

り、審査会の個別審査を経て最長 12 ヶ月の更新決定（1 回のみ）ができます。次に挙げ

る判断基準を元に、利用者や関係機関とよく調整をすることが必要です。 
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＜利用期間の特例による延長が認められる判断基準＞ 

① 利用者が当該サービスの利用延長を希望しているか 

② これまでの支援内容が適切なものと認められるか 

③ 支援計画通りに支援を進められなかった（標準利用期間内に支援が完了しなかっ

た）やむを得ない理由があるか 

④ 今後の個別支援計画について、利用者本人の希望や意欲等を勘案し、目標の達成

が可能な支援内容となっているか 

⑤ 延長が必要な期間が適切に設定されているか 

①～⑤の全ての判断基準を満たしていることが必要です。 

 

※ 市外利用者の事務取扱は、それぞれの援護の実施機関にご確認ください。 

 参考 対象事業所あて、平成 20 年 10 月 30 日付横浜市健康福祉局各所管課より E メ

ール「【通知】標準利用期間延長にかかる事務取扱いについて」送信済み。 

 

（エ）施設外就労・施設外支援の算定要件 

   利用者の事業者外での活動として、利用者と職員がユニットを組み、企業から請け

負った作業を当該企業内で行う施設外就労、利用者が職場実習や求職活動、在宅就労

など事業所以外の場所で活動をおこなう施設外支援があります。これらの相違点は次

の通りです。 

  ※対象：就労移行支援、就労継続 B 型・A 型、旧法授産施設利用者 

 

  施設外就労 施設外支援（※１） 

当該支援を実施す

る職員の要否 

要 

 施設職員が配置されていない 

場合は施設外支援の対象 

否 

 施設職員が配置されている場合 

（施設職員が同行して支援を行う 

場合等）は通常の報酬対象 

報酬算定の対象と

なる支援の要件 

①施設職員が職員配置基準以上に

１ユニット（最低定員は３人以上。

施設外就労の総数は利用定員の半

数以下）ごとに配置されている。 

②施設外就労の提供が、当該施設

の運営規程に位置づけられている

こと。 

③施設外就労を含めた個別支援計

画が事前に作成され、就労能力や

工賃の向上及び一般就労への移行

に資すると認められること。 

④緊急時の対応ができること。 

⑤施設外就労により実施する作業

内容について、発注元の事業所と

契約している。 

①施設外のサービス提供が、運営規程

に位置づけられていること。 

②施設外のサービス提供を含めた個

別支援計画が事前に作成され（施設外

サービス提供時は１週間ごと）、その

支援により、就労能力が工賃の向上及

び一般就労への移行に資すると認め

られること。 

③当該サービス提供期間中の対象者

の状況について、対象者や実習先の事

業所等から活動の状況を聴取するこ

とにより日報を作成すること。 

④緊急時の対応ができること。 

⑤施設外でのサービス提供期間は、年

間 180 日を限度とする。（※２） 
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本措置による報酬

算定対象 

 本体施設利用者の増員分（施設

外就労利用者と同数以内）（※３）

 施設外支援利用者 

 （平成 19 年 4 月 2 日障障発第 0402001 号厚生労働省通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業（A 型、

B 型）における留意事項について」より作成） 

  （※１）アルバイトも雇用契約を結んだ就労形態であるため、施設外支援の対象とは

ならない。 

 （※２）次のいずれかに該当する場合、１８０日を超えて提供することが可能。 

①対象者が職場適応訓練を受講する場合であって、当該訓練が訓練受講者の就労支

援に資すると認められる場合。（当該訓練終了日まで施設外支援の延長が可能。） 

②対象者が在宅（→グループホームも含む）で就労する場合であって、かつ事業者

が定期的（週１回程度）訪問し、直接支援を行う場合。 

  （※３）利用定員について、施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事

業所の利用者として新たに受け入れることが可能。 

 

（オ）報酬の算定に係り局に提出する書類 

① 居宅訪問実施報告書 

   地域移行加算の算定可能な支援を行った場合にその内容について報告。 

② 入院時支援特別加算算定報告書／長期入院等支援加算算定報告書 

   入院時支援特別加算又は長期入院等支援加算の算定可能な支援を行った場合にそ

の内容について報告。 

③ 訪問支援実施報告書 

   訪問支援特別加算の算定可能な支援を行った場合にその内容について報告。 

④ 助成額算定シート 

   激変緩和加算を算定可能な場合に提出。 

⑤ 施設外就労実施報告書 

   施設外就労サービスを提供した場合にその内容について報告。 

提出先 ⇒ 横浜市健康福祉局障害支援課 

 

（カ）支給決定区に提出する書類 

  ① 入所者異動報告書 

    障害者支援施設において、入所・退所・入院・退院の異動があったら速やかに報

告。 

  提出先 ⇒ 当該利用者の支給決定を行った区のサービス課 
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 (2) 短期入所 

ア 給付費の種類 

給付費項目（加算･減算項目） 説    明（算定要件） 

短期入所基本報酬 障害程度区分ごとの基本報酬単位を設定 

サービス提供職員欠如減算 

（30％減算） 

指定基準に定める人員基準の 1 割を超えて欠如

した場合にはその翌月から、1 割の範囲内で欠

如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が

解消されるに至った月までの間、基本単位数の

70％を算定 

 

定員超過利用減算 

（30％減算） 

１日あたりの利用実績 

    ⇒当該１日について利用者全員につき

基本単位数の 70％を算定

１日の利用者の数が利用定員に 100 分の 110 を

乗じて得た数を超える場合 

過去３ヶ月の利用実績 

    ⇒当該１日について利用者全員につき

基本単位数の 70％を算定

直近の３ヶ月の利用者の延べ人数が、利用定員

に開所日数を乗じて得た数に 100 分の 105 を乗

じて得た数を超える場合 

加 

算 

食事提供体制加算 事業所の責任において食事提供のための体制を

整えている場合に加算（事業所に従事する調理

員による食事の提供または調理業務を第三者に

委託している場合） 

※受給者証で利用者負担階層 01～04 が該当 

※事前に食事提供不要と調整していた日につい

ては算定不可 

※契約により、急なキャンセルの場合は食費を

請求するとしている場合は算定可能 

 

イ 具体的な算定方法 

（ア）基本報酬 

  ①入所日数の数え方について 

   入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。 

   ただし、短期入所の利用者がそのまま併設の指定障害者支援施設等に入所したよう

な場合においては、入所に切り替えた日について、短期入所サービス費は算定できな

い。 

  ②短期入所と日中活動系サービスを同一日にサービス利用した場合の併給について 

短期入所と日中活動系サービスを同一日に利用した場合、「障害者自立支援法に基づ

く指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定

に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日 障

発第 1031001 号）第２ ２（７）④には「真にやむを得ない事由がある（※１）と認

められる場合にあってはこの限りではない」と併給の可能性が示されている。 
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  （※１）真にやむを得ない事由があるとは、短期入所の報酬が、日中も含めて１日当

たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、原則禁止。個別具

体的なケースによっては、併給の可能性もあるとの解釈です。 

 

  （参考）「障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）（ＶＯＬ．３）」（平

成 20 年 3 月 31 日付 事務連絡）問５ 

 

 

 

 (3) 共同生活介護（援助） 

  ア 給付費の種類 

給付費項目（加算･減算項目） 説    明（算定要件） 

共同生活介護（援助）基本報酬 障害程度区分ごとの基本報酬単位を設定 

サービス提供職員欠如減算 

（30％減算） 

指定基準に定める人員基準を 1 割を超えて欠如

した場合にはその翌月から、1 割の範囲内で欠

如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が

解消されるに至った月までの間、基本単位数の

70％を算定 

サービス管理責任者欠如減算 

（30％減算） 

指定基準に定める人員基準を満たしていない場

合、その翌月から人員基準欠如が解消されるに

至った月までの間、基本単位数の 70％を算定 

共同生活介護(援助)計画 

未作成減算 

（5％減算） 

共同生活介護(援助)計画を作成していない場

合、当該月から作成が完了した月の前月までの

間、基本単位数の 95％を算定 

共同生活住居の入居定員により、以下のとおり

算定 

大規模住居減算 

（5～13％減算） 

 8 人以上 21 人未満 21 人以上 

共同生活介護 95％を算定 93％を算定 

 

 

共同生活援助 90％を算定 87％を算定 

加 

算 

夜間支援体制加算 

（ケアホーム対象のみ算定） 

夜間、利用者からの連絡に対応できる体制をと

ることとしたうえで、必要な職員を専任で配置

する等夜間に介護等を行うための勤務体制を確

保する場合に算定 
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重度障害者支援加算 重度障害者等包括支援の対象となる利用者が２

人以上利用していて、生活支援員を配置基準よ

り多く加配している場合に算定 

＜重度障害者等包括支援の対象となる者＞ 

区分６以上であり、次のいずれかに該当する者に

ついて加算 

ア 四肢全てに麻痺がありかつ寝たきりの状態にあ

る者のうち､次のいずれかに該当する者 

 ・気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を

行っている身体に障害がある者 

 ・重度の知的障害のある者 

イ 行動援護の対象者判定基準表の項目で 15 点以

上である者 

日中介護等支援加算 加算対象となる者が、心身の状況等により当該

サービスを利用できない時に昼間の時間帯にお

ける介護等の支援を３日以上行った場合に、３

日目以降算定 

＜日中介護等支援加算の対象となる者＞ 

次の要件を全て満たす者 

・障害程度区分４以上である者 

・生活介護､自立訓練､就労移行支援､就労継続支援､

旧法通所施設に通所している者 

自立生活支援加算 単身生活が可能と見込まれる利用者に対して、

市町村の承認を受けた共同生活介護(援助)計画

に基づき、単身生活への移行に向けた相談支援

等を行った場合に、当該支援を開始した日から

180 日間を限度として、当該支援を行う利用者

について算定 

＜加算を受ける事業所の条件＞ 

前年度、前々年度に共同生活介護(援助)事業所を退

居し、単身生活等へ移行した利用者(移行後 6 か月以

上継続)の数が当該事業所の利用定員の 1/2 以上で

ある事業所 

小規模事業加算 平成 18 年９月末時点で指定共同生活援助事業

所であって、平成 18 年 10 月１日以降、指定共

同生活介護(援助)事業所へ転換した事業所の住

居の入居定員が４人又は５人だった場合に算定

加 

算 

小規模夜間支援体制加算 

（ケアホーム対象のみ算定） 

平成 18 年９月末時点で夜間体制をととのえて

いた指定共同生活援助事業所であって、平成 18

年 10 月１日以降、指定共同生活介護(援助)事業

所へ転換し、区分２以上の夜間支援を要する利

用者が 10 人未満のものについて算定 

   

給付費項目（加算･減算項目） 説    明（算定要件） 
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給付費項目（加算･減算項目） 説    明（算定要件） 

入院時に算定できる加算 家族が入院時の支援を行えない者が、当該月の

入院日数(基本報酬が算定できない日)が３日以

上であり、従業者が病院に訪問した場合に算定

* 各月､以下のいずれかを算定することが可能。 

入院時支援特別加算 いずれかを月１回算定 

ア ３～６日：１回以上訪問 

イ ７日以上：２回以上訪問(1 回の場合､アを算定)

 

長期入院時支援特別加算 月ごとで基本報酬が算定できない日の３日目か

ら算定 

原則､週１回以上訪問（最大３か月間算定可能） 

実家帰省時に算定できる加算 実家に帰省(宿泊)し、共同生活介護(援助)事業

所が帰省に伴う家族との連絡調整や交通手段の

確保等の支援を行い、当該月の帰省日数(基本報

酬が算定されない日)が３日以上の場合に算定 

* 各月､以下のいずれかを算定することが可能。 

帰宅時支援加算 いずれかを月１回算定 

 ア ３～６日 

 イ ７日以上 

加 

算 

 

長期帰宅時支援加算 月ごとで基本報酬が算定できない日３日目から

算定（最大３か月算定可能） 

 

 

  イ 具体的な算定方法 

   ＊ 入院時支援特別加算、帰宅時支援加算は、基本報酬が算定されない日が算定対象となり、

合計３日／月以上が加算対象。 

 

  (ｱ) 基本報酬 

    居住しているホームで支援を受けた場合に算定します。 

    入院、帰宅等の外泊時は、算定しません。（出発日、帰着日は算定されます。） 

    運営体制によって、減算があります。減算対象になった場合は、給付単位に所定

の率を乗じて算定します。（小数点以下、四捨五入） 

 

入居者の所在 ホーム 帰省(入院)日 帰省(入院) 帰着日 ホーム

基本報酬 

重度支援加算 

小規模事業 

○ ○ × ○ ○ 

夜間加算 

小規模夜間 
○ × × ○ ○ 

○ 
(支援あり) 

算定 

の 

可否 

入院時支援(長期) 

帰宅時支援(長期) 
× × 

× 
(支援なし) 

× × 
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  (ｲ) 夜間支援体制加算 

    居住しているホームが夜間支援体制加算の対象ホームであり、入居者がホームで

夜間を過ごした場合に算定します。 

    外泊した場合は、算定しません。 

   ※ 対象者が４人未満の場合は、４人から 10 人の単位で算定。 

   ＜夜間の勤務体制を確保していても加算対象外となる場合＞ 

   ・支援する者が、同一住居に居住又は隣接した住居に居住している場合 

   ・夜間支援体制が日々異なる場合（支援する日としない日がある等不定期の場合） 

  (ｳ) 重度障害者支援加算 

    居住しているホームが重度障害者支援加算の対象事業所であり、該当する利用者

について、基本報酬と同様に算定します。 

   ※ 障害の状況から居宅介護利用を認められ支給決定を受けている方も対象となります。 

   ＜該当者が利用していても算定されない場合＞ 

   ・経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所である場合。 

   ・当該事業所に対象者が２人以上いない場合。 

  (ｴ) 日中介護等支援加算 

    通所施設の営業日に心身の状況により休み、ホームで支援した場合に算定対象と

なります。３日目以降に算定されるので、２日間休んだ場合は、算定されません。 

   ＜日中支援しても算定されない場合＞ 

   ・経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所である場合。 

   ・日中の活動先として地域生活支援事業や作業所を利用している場合。 

   ・就労している場合。 

   ・対象となる時間帯に居宅介護等、別のサービスを利用した場合。 

   ・通所施設の営業日でない場合（代休含む） 

  (ｵ) 自立生活支援加算 

    援護の実施機関への申請が必要です。 

    共同生活介護(援助)計画の提出先：該当者の援護の実施機関 

    共同生活介護(援助)計画の内容 ：本人の現況と課題 

    （具体的に記載）        単身生活移行に向けた支援計画 

   ※ 対象事業所になった場合は、県に事業者指定関係書類を提出。 

  (ｶ) 小規模事業加算 

    該当住居について、基本報酬と同様に算定します。 

  (ｷ) 小規模夜間支援体制加算 

    該当するホームについて、夜間支援体制加算と同様に算定します。 

   ※ 対象者が４人以下の場合は、４人の単位で算定。 

例）区分２の利用者で計画未作成減算の大規模住居(8 人)の場合 

  区分２単位：210 単位 計画未作成算定率：95％ 大規模住居算定率：95％ 

    未計画減算  210 単位×95％＝199.5→200 単位 

    大規模減算  200 単位×95％＝190 単位 
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  (ｸ) 入院時支援特別加算 

    同一月内は、対象の日が分散していても、その日を合計して該当する単位を算定

します。 

   ※ 月１回のみ 

  (ｹ) 長期入院時支援特別加算 

    同一月内は、対象の日が分散していても、その日を合計して該当する単位を算定

します。 

    基本報酬の算定されない日の合計から２回を差し引いた回数算定します。 

    入院が月をまたぐ場合も同様です。 

   例）2 月 10 日入院 4 月 20 日退院 の場合 

   1 日   5 日   10 日   15 日   20 日   25 日   30 日 

2 月       基本報酬算定不能日：18 日

18 日－2 回＝16 回 

3 月       基本報酬算定不能日：31 日

31 日－2 回＝29 回 

4 月       基本報酬算定不能日：19 日

19 日－2 回＝17 回 

 

  (ｺ) 帰宅時支援加算 

    同一月内は、対象の日が分散していても、その日を合計して該当する単位を算定

します。 

   ※ 月１回のみ 

  (ｻ) 長期帰宅時支援加算 

    同一月内は、対象の日が分散していても、その日を合計して該当する単位を算定

します。 

    基本報酬の算定されない日の合計から２回を差し引いた回数算定します。 

    帰省が月をまたぐ場合も同様です。 

   例）12 月 28 日～1 月 5 日、1 月 9 日～13 日、23 日～26 日 

   1 日   5 日   10 日   15 日   20 日   25 日   30 日 

12 月       基本報酬算定不能日：3 日 

3 日－2 回＝1 回 

1 月       基本報酬算定不能日： 

4 日＋3 日＋2 日＝9 日 

9 日－2 回＝7 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

× ××× × 

× 
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＜参考資料＞ 

■厚生労働省法令等データベースシステム 

リンク先：http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html 

 

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成18年09月29日制定 厚生労働省令第171号） 

 

障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成18年09月29日制定 厚生労働省令第172号） 

 

障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成

18年09月29日 厚生労働省告示第522号） 

 

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成18年09月29日 厚生労働省告示第523号） 

 

■『障害福祉情報サービスかながわ』書式ライブラリ 

障害者自立支援法の運用（厚生労働省通知等） 

リンク先→http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?topid=5 

 

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について （平成20年3月

31日付け障発第0331021号）2008/05/02登録。 

 

「介護給付費の支給決定について」（改正版） 介護給付費等の支給決定について（平成 20

年 3 月 31 日付け障発第 0331025 号） 2008/4/4 登録 

 

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

について（平成20年3月31日付け障発第0331019）2008/5/2登録 

 

 

※ リンク先のアドレスは、平成２１年１月１５日現在のものです。 

※ アドレス変更等で直接リンク先が開けなくなっている場合もありますので、その場合は厚生

労働省法令等データベースシステム及び『障害福祉情報サービスかながわ』書式ライブラリ

を検索してください。 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1688
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1689
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1702
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1703
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=7&cateName=1+%8F%E1%8AQ%8E%D2%8E%A9%97%A7%8Ex%89%87%96%40%82%CC%89%5E%97p%81i%8C%FA%90%B6%98J%93%AD%8F%C8%92%CA%92m%93%99%81j&topid=5
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT7N112.pdf
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT7N110.pdf
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT7N114.pdf
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